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【ご案内】情報入力手数料及び情報送信手数料の改定について（再案内） 
 

拝啓  時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社に格別のご高配を賜りまして誠にありが

とうございます。 

 “JALCARGO-INFO-19-009(R)”にて、情報入力手数料及び情報送信手数料の改定につき、ご案内いたしました

が、再度、当お客さま案内にて同様のご案内をさせていただくと共に、弊社へ情報入力をご依頼される際の依頼書

を合わせて添付しておりますので、ご依頼の際は、当添付依頼書をご利用いただきますようお願いいたします。 

 

----------------------------------------以下再掲------------------------------------------- 

さて、この度、2019年6月10日発券分より、日本地区発貨物を対象に、情報入力手数料及び情報送信手数

料を、改定いたします。 

また、これまで情報提出が必要なものの、手数料をいただいていなかった国々についても、新たに情報送信

手数料及び情報入力手数料を導入いたします。 

詳細につきましては、下記をご参照ください。 

ご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 
敬具 

 

記 

1. 適用開始日 

2019 年 6月 10 日（月）発券分より。 

 

2. 対象および改定額 

HOUSE 情報送信手数料の改定(CG) : 日本地区発 米国宛または米国経由する貨物(GUM除く) 

改定額 : （従前）150 円/HOUSE → （改定後）300 円/HOUSE 

 

HOUSE 情報入力手数料の改定(CC) : 日本地区発 情報提出が必要なすべての国宛または・経由する貨物 (※1) 

改定額 : （従前）500 円/HOUSE → （改定後）1,500 円/HOUSE 

(※1)対象路線 : 米国・カナダ・ヨーロッパ・中国・韓国・台湾・ベトナム・タイ・マレーシア・インドネシア・インド 

 

従来、マレーシア・インドネシア・インドについては情報提出が必要なものの、手数料はいただいておりませんでし

たが、上記適用開始日より、手数料を導入いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 手数料改定チャート 

米国宛または米国経由する貨物(GUM 除く) 従前 改定後 

 HAWB データ提出方法 HAWB 一件あたりの料金 
Other Charge 欄 

記載コード 

① 書面にて弊社空港部門に提出 \500 \1,500 CC 

② CCS JAPAN 等のベンダー経由で電子送信 \150 \300 CG 

 

米国以外の 

HOUSE 情報提出が必要な国宛または・経由する貨物 

(カナダ・ヨーロッパ・中国・韓国・台湾・ベトナム・タイ・ 

マレーシア・インドネシア・インド) 

従前 改定後 

 HAWB データ提出方法 HAWB 一件あたりの料金 
Other Charge 欄 

記載コード 

① 書面にて弊社空港部門に提出 \500 \1,500 CC 

② CCS JAPAN 等のベンダー経由で電子送信 \150 \150 CG 

※弊社へ情報入力を依頼される際(CC)は、添付依頼書をAWBに添付し、搬入空港へご提出いただきますようお

願いいたします。 

 

 

4. お客さまへの依頼事項 

料金およびコードは航空貨物運送状上の Other Charge 欄に必ず記載下さいますようお願いいたします。 

また、弊社に電子送信いただく場合は、MAWB/HAWB券面に沿った正しい登録をお願いいたします。 

 

*上記手数料は、日本地区発貨物が適用の対象となります。お支払い方法は前払い(Prepaid)、着払い(Charges Collect)

共に可能ですが、着払いの運送条件については最新の TACT Rule をご参照下さい。 

  

以上  



 

 

To JALCARGO 

 

年  月  日 

 

           お客様 会社名                               

 

電話番号                           

                   

 

海外税関提出用データ登録依頼書 
 

 当社は、貴社に対し、当社混載貨物に関し、以下の作業を依頼します。 

 

 対象貨物・依頼事項 

運送状番号 131 - 

 

依頼事項 

 

 

 

 

 

 

 

Master に紐づく House AWB の件数               件 

 

以下１または 2 のいずれかの項目にチェックをお願いいたします。 

 

□ 1．House AWB 情報の全部をマニュアル入力実施。 

提出必須項目が記載されている H/Manifest(AWB)を確かに添付していることを確認し

ました。 

 

 

(以下、中国税関用のみ) 

□ 2. 国コード・企業コード・電話番号情報のみマニュアル入力実施。 

提出必須項目が記載されている H/Manifest(AWB)を確かに添付していることを確認し

ました。 

*マニュアル入力の場合、上記 1 または 2 を依頼される場合どちらでも一律 

House AWB1 件につき、\1,500.-の手数料を申し受けます。 

AWB Other charge due Carrier 欄へ、Special Code:CC にて合計金額を記載願います。 

例：// CC: \1,500 x 5（件） = \7,500 // 

 

（その他） 

 

 

※各空港、書類締切時間までに搬入いただきますよう、ご協力お願いいたします。 

2019,06,10 より 

 

 

 


